
霧島市条例第７５号  
平成２８年１２月２６日  

 

霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

      

                    霧島市長 前田 終止      

 

 

 

 

 

■■■霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

■ 

■霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例（平成22年霧島市条例第47号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２の２の表霧島市黒石岳森林公園の部林内作業所の項基本使用料の欄中「110円」

を「160円」に改める。 

■ 

■ 

■■■附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の霧島市森林公園等の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の

日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

 


